
 

資  料 

 
 

高山市税条例の一部を改正する条例の概要について 
 
 
１．総則関係 

（１）徴収の猶予制度の特例 

・新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年２月以降の収入に相当の減少があり、納税

することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで１年間徴収を猶予できる特

例を設ける。（改正地方税法にて規定） 

  ※適用要件：１か月以上の期間の収入が前年の同期間に比べ概ね２０％以上減少 
 

・上記の法改正に伴う徴収猶予の特例の申請手続きにおいて、申請書等に不備があった場合の

補正に係る提出期限は、条例第９条第７項の規定を準用し、２０日とする。 
   ［付則第３５条］ 

 
２．固定資産税関係 

（１）中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が相当減少した中小事業者等に対して、令和３年

度分に限り、償却資産及び事業用の家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準に乗ずる

割合を２分の 1又は０とする。 
     

減少割合の区分 課税標準に乗ずる割合 

３０％以上５０％未満減少している者 ２分の１ 

５０％以上減少している者 ０ 

    ※令和２年２月から１０月までの任意の連続する３か月間の収入の対前年同期間比の減少割合 

 ［付則第２０条、付則第２５条］ 

（２）わがまち特例に係る特例措置の拡充 

   ・生産性向上特別措置法に規定する先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例の適用対

象に、令和２年４月３０日から令和３年３月３１日までの期間に取得した先端設備等に該当

する事業用の家屋及び構築物を加える。 

   ・上記の事業用の家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準に乗ずる割合を、最初の年度分

から３年度分に限り、０とする。（法基準は０以上２分の１以内） 
［付則第１５条の３、付則第２０条］ 

 
３．軽自動車税関係 

（１）環境性能割の臨時的軽減措置の延長 

軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減する特例措置の適用期限を６か月延長し、令和３年３

月３１日までに取得したものを対象とする。  
 

対象車両 本則税率 軽減後 

電気自動車等 

２０２０年度燃費基準＋１０％達成車 
非課税 非課税 

２０２０年度燃費基準達成車 １％ 非課税 

上記以外 ２％ １％ 

［付則第２９条の３］ 


